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2011年4月29日時点での線量
分布
出典：原子力災害対策本部



特定避難勧奨地点
伊達市霊山町小国地区な
ど113世帯

…2011年6月30日
南相馬市原町区など59世
帯

…2011年7月21日
南相馬市追加指定72世帯
…2011年8月3日
伊達市追加指定15世帯

…2011年11月25日
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基準は年20mSv

賠償の対象

• 避難費用（交通費、引っ越し代、宿泊費など）
• 避難が理由の生命・身体的損害
• 検査費用
• 精神的損害
• 収入の減少、財産の減少 など

年20mSvで区切られた
極端な避難区域の設定

2011年12月6日、ようやく賠償方

針が決められたが、金額・地理
的範囲・期間など極めて限定的

自主的避難を強いられたが、賠償はほとんどなし。
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特定避難勧奨地点に指定されても
…伊達市小国地区の例

• 指定基準を超えた世帯の近傍で子どもや妊婦が
いる世帯の場合は、線量が低くても積極的に指
定

• 住民たち：住居単位での指定ではなく、小国地
区の地域指定を求める

• 経済産業大臣に直談判

• 原子力災害対策本部：測定値のばらつきを理由
に、指定基準を毎時3.2マイクロシーベルトから
毎時3.0マイクロシーベルトに引き下げた。しか
し小集落単位指定には応じず
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指定の問題点

• 高すぎる基準…年20mSv、毎時3.0～3.2μSv
• 一方的な指定…住民たちの意見が反映さ
れる余地なし

• 自治体によって、子ども・妊婦基準に差
異。南相馬市：50cm高 2.0μSv／時

• 福島市ではまったく指定されず

• 測定の問題…玄関前と庭先の二箇所のみ。
変わりやすい空間線量のみを採用
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日本とチェルノブイリの比較
チェルノブイリ法 日本

義務的避
難
避難指示

5mSv／年以上
土壌中セシウム
555,000Bq／m2以上

20mSv／年以上

任意避難 1mSv／年以上
（ゾーンで）
土壌中セシウム
185,000Bq／m2以上

20mSv／年以上
（世帯ごと）

内部被ばく
の考慮

あり なし

土壌汚染
基準

あり なし
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避難区域の再編
• 避難指示解除準備区域

– 現在の避難指示区域のうち、年間積算線量
２０ミリシーベルト以下となることが確実であるこ
とが確認された地域

• 居住制限区域

– 現在の避難指示区域のうち、現時点からの年間積算
線量が２０ミリシーベルトを超えるおそれがあり、
住民の被ばく線量を低減する観点から引続き避難を
継続することを求める地域

• 帰還困難区域

– 長期間、具体的には５年間を経過してもなお、年間
積算線量が２０ミリシーベルトを下回らないおそれ
のある、現時点で年間積算線量が５０ミリシーベル
ト超の地域
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進む再編

市町村 再編日

田村市 2012年4月1日

川内村 〃 4月1日

南相馬市 〃 4月16日

飯館村 〃 7月17日

楢葉町 〃 8月10日

大熊町 〃 12月10日

葛尾村 2013年3月22日

富岡町 〃 3月25日

浪江町 〃 4月1日

双葉町 〃 5月28日

川俣町 〃 8月10日希
望

11出典：福島民友 2013年7月27日付



除染目標は？

• 除染は思うような効果が出ず

• 政府は「再除染」はしない方針

• 除染目標は、長期的には年1mSv
⇒緩和に向け、検討

5mSv？＝実質上、帰還の基準にされてし
まうのでは？

12



除染は進まず…被ばく量は自己管理に
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出典：朝日新聞2013年6
月24日
（見つめる）福島・伊達の
小国 避難勧奨解除半年、
戻らぬ家族 東日本大震
災３年目



特定避難勧奨地点の解除

• 「モニタリングを行った結果、当該地点
の解除後１年間の積算線量が20mSv 以下

となることが確実であることを確認」し
たとして、2012年12月に解除。

• 賠償も2013年3月には打ち切り

• 解除の基準…3.8μSv／時

• 住民説明会は開かれず
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伊達市小国地区から避難されたSさん

「家の敷地内の玄関先、庭先中央の２カ所のみの測定で避
難できる権利が決まってしまったのです。たったの２カ所
です。住民集会や署名活動、要望書提出等を実施しました
が何一つ住民の意向はきかれることがありませんでした。

…
2012年12月14日の朝ネットから流れる情報と日中のニュー
スから解除を知らされ、動けなくなるくらい驚きました。
この日で解除になる。とわかった時点で動き出すという人
もいるのではないでしょうか？解除猶予期間もない説明
会・相談会もない。たった１回の除染と測定で高線量の地
域に戻されるとはおもいもしなかったです」
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（見つめる）福島・伊達の小国 避難勧奨解除半
年、戻らぬ家族 東日本大震災３年目

（朝日新聞2013年6月24日）

… １１年、市内に指定された特定避難勧奨地点１２８世帯
のうち、９０世帯が小国地区に集中していた。解除されて
半年余りたっても約７０世帯が避難中。原発事故前の地区
の人口約１３００人の２割近く、特に母子が自宅に戻って
いない。 …
３月２０日。会社員石上政一さん（６０）と好子さん（６
０）の小国の家に久しぶりに家族１１人が顔をそろえた。
線量が比較的低い市内の別の地区に避難していた次女夫婦
と孫２人が、岩手県北上市への引っ越しを前に、家族で集
まり食事をするためだ。

次女一家は長女（７）の小学校進学を機に移住を決めた。
「子どもたちが外で遊ぶ年になったのに、まだ線量が高く
て、安心して暮らせないから」。次女夫婦はそう説明した。
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…
一方、伊達市は勧奨地点の住民の帰還を進めるた
め、指定の解除を急いだ。指定世帯には東電から
１人あたり月額１０万円の精神的賠償が支払われ、
医療費や介護保険料の減免なども適用されていた。
「格差が広がり住民同士の感情の衝突が激しくな
れば、復興はますます難しくなると判断した」
（市幹部）

市の要請を受け、国は昨年１２月、住民説明会
も開かず指定の解除に踏み切った。当時はまだ、
勧奨地点に指定された住宅のうち１２世帯が除染
中、１０世帯が未着手だった。 …
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打ち切られる賠償

避難指示等の解除後、「相当期間」が経過
したあと、賠償はなくなる

• 緊急時避難準備区域の場合、2012年8月ま
で

• 特定避難勧奨地点の場合、3か月
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